
地域移行推進ガイドライン

○障害者総合支援法施行3年後の見直しでは、「精神障害者の地域移行・地域生活の支援を進めるためには、精神障害者の特性

が地域において正しく理解される必要がある。このため、住民と医療・保健・福祉の関係者が精神障害者に対する理解を深めると

ともに、支援に向けた連携体制を構築する必要がある」とされており、「精神障害者の特性とそれに応じた適切な対応方法につい

て、研修の標準化や実地研修の活用など、必要な知識・技術を持った福祉に携わる人材の育成を推進すべきである」と今後の方

針が取りまとめられた。

○ 上記の取りまとめを受け、指定一般相談支援事業所及び精神科病院の従事者が、市町村等における連携体制の構築を図りな

がら、効果的な地域移行支援を行うための手引き書として「地域移行推進ガイドライン」を平成28年度障害者総合福祉推進事業

において作成した。

（障害福祉）
○指定一般相談支援事業所
○基幹相談支援センター
○委託相談支援事業所

（医療）
○地域移行機能強化病床を持つ精神科病院
○上記以外の精神科病院
（その他）
○市町村の障害福祉担当課 等

対象

○精神障害者の地域移行をめぐる動向

・長期入院精神障害者の地域移行を推進することの意義

・地域移行を推進するための国の施策

○地域移行の進め方と市町村（圏域）における連携体制の構築

・地域移行の進め方

・地域移行推進における関係機関・関係者の役割

内容

○本ガイドラインを活用することにより、指定一般相談支援事業所や精神科病院の従事者等が、精神障害者の地域移行支援に

係る知識や技法、具体的な進め方を会得し、精神障害者の地域移行の推進に寄与できる。
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地域移行推進ガイドライン
○指定一般相談支援事業所及び精神科病院の従事者が、市町村等における連携体制の構築を図りながら、効果的な地域移行支援を行うための手引き

書として「地域移行推進ガイドライン」を平成28年度障害者総合福祉推進事業において作成した。

○ガイドラインの構成は、「１．精神障害者の地域移行をめぐる動向」「２．地域移行の進め方と市町村（圏域）における連携体制の構築」としており、地域移行

の進め方については、「導入期」「初期」「中期」「後期」「地域定着期」に分け、フローチャートに従い関係機関の役割と共に解説している。

《精神科病院》

【導入期】退院意欲を取り戻す支援
・情報を知る、選択する機会
・家族が安心する環境整備
・ピアサポーターの派遣
・保健所、相談支援事業所との連携

《宿泊型自立訓練等》

【初期】地域移行支援の申請
・相談支援専門員との連携
・サービス等利用計画の作成
【中期】日中活動や宿泊の体験
・日中活動や住まいの選択
【後期】退院後のサービス利用申請
・退院後のサービス等利用計画案作成
・通院先の調整、受診手順の確認

【地域定着期】各種サービス利用
・地域定着支援等の利用
・精神科診療所等との連携
・モニタリング
・緊急時の支援

連携連携

連携連携連携連携

相談支援事業所

地域生活の準備や福
祉サービスの見学・体
験のための外出への
同行支援や住まい探
しなどを支援。

を行う。

地域生活に移行した者
や地域生活が不安定
な者などを対象に夜間
等も含む緊急時の連
絡・相談等のサポート
を行う。

地域定着支援

障害者の抱える課題
や適切なサービス利
用に向けて、ケアマネ
ジメントによりきめ細
かく支援。

地域移行支援計画相談支援

事業所
障害福祉サービス

事業所

社会福祉協議会

保健・医療機関

不動産関係業者

ハローワーク
担当部局

市町村保健福祉
担当部局

基幹相談支援
センター

協 議 会

《グループホーム》

《自宅等》

《保健所》

《一般病院》
・かかりつけ医

《精神科診療所》

地域生活への移行支援

《日中活動事業所》

・体験

通院・通所

アウトリー
チチームに
よる支援

訪問・外来
デイケア

精神科救急
医療体制

地域移行支援部会等を設置し、
地域の課題を踏まえた支援体
制の整備等を協議

ニーズ・困難事例
等の相談

増悪


